
様式第１号・別紙 

 

１ 請求する報告書等の写し 

年 政 党 の 支 部 の 名 称 請求するもの※ 実施方法※ 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 



年 政 党 の 支 部 の 名 称 請求するもの※ 実施方法※ 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

  支部報告書 

支部総括文書 

監査意見書 

 

※ 請求するもの欄は、請求するものについて、○で囲んでください。なお、「支部報告書」とは、政党助成法（以下「法」という。）
第 18条第３項（法第 29条第３項において準用する場合を含む。）による支部報告書をいい、「支部総括文書」とは、法第 18条第３

項（法第 29 条第３項において準用する場合を含む。）による支部総括文書（法第 20 条第２項又は第 30 条第２項の規定により提出
すべきこれらの文書を含む。）をいい、「監査意見書」とは、法第 19条第５項及び第 29条第４項において準用する第 19条第１項の
規定による監査意見書をいいます。なお、「支部総括文書」は、当該支部が他の支部に対して支部政党交付金を支給している場合の

みが対象となります。 

※ 実施方法欄は、「２ 求める写しの交付方法等 ／ イ 求める写しの交付の実施方法」で⑤を選択した場合に記入してください。 


